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要  旨 

【請願の趣旨】 

足立区の小・中学生の不登校者数は 1,000 名を超えています。不登校に起因する発

達障がい特性のある子ども達やその保護者に対する適切な支援、そして子どものいじ

めや自殺予防などにも対応できる実効性ある支援施策の構築を強く求めます。 

【請願の理由】 

足立区の不登校者数の過去 10 年間の経年変化を見ると、平成 17 年度小・中学生の

不登校者数は 436 名（小学生 91 名、中学生 345 名）に対し、平成 25年度は 741 名（小

学生 168 名、中学生 573 名）、平成 28 年度では 1,078 名（小学生 265 名、中学生 813

名）と過去最多になっています。不登校になった理由としては、無気力、不安など情

緒的混乱やいじめを除く友人関係をめぐる問題であったり、親子関係をめぐる問題、

中学生では学業の不振も挙げられます。 

しかし、発達障がいの診断基準を満たさないグレーゾーンと称される子ども達に対

する適切な指導が学校現場でなされていないことにも着眼点を置くことが必要です。 

発達障がい特性のある子ども達は、周囲のサポートや協力なしでは学校生活を成し

得ることができません。学校現場では、発達障がい特性が周囲に理解されないまま普

通学級で過ごすことによって、誤解されたり叱られてやる気を無くし、問題児になり、

いじめの対象になり不登校になっています。 

発達障がい特性のある子ども達が置かれている学校現場、そしてその支援を最大限

必要としている親子に対し、足立区の現況は以下のとおりです。 

足立区では、専門知識を持つカウンセラーやこども支援センターげんきでの支援や

サポートを受けることができます。しかし、スクールカウンセラーが学校に来るのは

週 2 回であり、こども支援センターげんきにおいては、担当者からの連絡は後日とな

っています。さらに専門的な検査に関しては予約制で 1月以上も待つような状況です。

また、学校現場においては、足立スタンダードで子ども達を主体とした学びの連続性

または教室の環境整備なども紹介はしているようですが全校一致で行っておらず、そ

れが出来ている学校を一つも見聞きしたことはありません。 

現在の足立区の施策では、サポートや支援を本当に必要としている親子に全く行き

届いていません。制度があってもその支援に乗れず、制度の谷間に落ち、悩み苦しん

でいる方々がたくさんいます。そして、このことからもわかるように足立区の施策は

うまく機能していないと言わざるを得ない状況です。 



要  旨 

発達障がいやグレーゾーンと称される特性を正しく認識し、多様な問題を抱えた子

ども達やその保護者に対するきめ細やかな学校での支援を強く求めます。 

技術力を要しますが、早急に学校現場における先生、クラスメイト、本人、家族、

それぞれに専門家のサポートや支援が必要です。また、日野市や京都府、さいたま市

で先進的に行われている「ユニバーサルデザインの教育」の導入を徹底し、足立区で

も全校で行って頂きたいと強く求めます。 

さらに、前述したとおり、学校現場では発達障がい特性が周囲に理解されないまま

普通学級で過ごすことによって、誤解されたり叱られてやる気を無くし、問題児にな

り、いじめの対象になり不登校になっています。不登校の要因となるいじめにも着眼

点を置くことが必要です。 

いじめ防止対策推進法施行から 5 年が経過したにもかかわらず、深刻ないじめは後

を絶たず、未だ自殺に追い込まれる子ども達がいます。「自殺予防、いじめへの対応を

最優先の事項に位置付ける」とした実効性ある学校現場での対策を求めます。 

以上、これらの点に着眼点を置いた教育行政の抜本的な支援施策の構築を強く求め

ます。 

 


